
仙北地域振興局福祉環境部自動ドア保守点検業務委託特記仕様書

Ⅰ．業務概要

１．業 務 名 仙北地域振興局福祉環境部自動ドア保守点検業務

２．業務場所 大仙市大曲上栄町１３番６２号 秋田県仙北地域振興局福祉環境部

３．履行期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

４．業務仕様 本仕様書に記載されていない事項については「建築保全業務共通仕様書

令和５年版（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）」（以下「共通仕様書」

という。）による。

Ⅱ．契約種別 ＰＯＧ契約とする。

Ⅲ．業務範囲

１．業務対象設備仕様

（１）仕様

・製造者 ナブコシステム株式会社製 ＤＳ－６０ ２台

扶桑電気工業株式会社製 ＤＣ－６ １台

・ドア種別 片引き ３台

・付加装置等 ア 起動センサー

イ 補助センサー

ウ 制御器

エ 電源スイッチ

（２）設置場所

仙北地域振興局福祉環境部庁舎 １階 （別紙「配置図」のとおり）

２．点検回数 年２回定期的に点検を行うものである。

不定期の故障について、速やかに対応すること。

３．点検周期 ６か月点検 ９月

１年点検 ３月

４．点検内容 「共通仕様書」による

５．業務実施時間

（１） 業務の実施時間は、発注者の就業時間内（秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田

県条例第２９号）第１条第１項に規定する県の休日を除く平日の8:30～17:15）に行うも

のとする。但し、受注者の都合により発注者の承認を得た場合はこの限りでない。

（２） 発注者が特別な理由により、発注者の就業時間外に業務を行うことを指定する場合に

は、発注者と受注者が協議の上、実施を決定する。



６．業務の範囲外事項

次の場合の修理及び発注者の要請による仕様変更・移設などについては、委託業務に含ま

ないものとする。

ア 天災、不可抗力、不測の事態などにより装置に異常・損傷が発生した場合。

イ 装置及び付属機器以外の原因により、装置に異常・損傷が発生した場合。

ウ 使用者の装置取り扱いの不備・不注意により、装置に異常・損傷が発生した場合。

Ⅳ．提出書類

１．業務着手届 契約締結後速やかに

２．業務計画書 契約締結後速やかに

３．作業工程表、業務責任者及び業務担当者一覧表 契約締結後速やかに

４．点検報告書 作業実施後

５．業務完了届 ６か月点検後 令和８年１０月 ７日まで

委託業務完了後 令和９年 ３月３１日まで

Ⅴ．その他

【消耗品】

１．消耗品以外の部品については発注者が負担する。ただし、保守上の不備等受注者の責任に

帰する故障については、受注者の責任においてこれを負担するものとする。

２．修理品は、製造者純正品を使用し、製造者仕様以外の改造は行わないこと。

【故障等の措置】

故障等の緊急事態に備え、適切な処置が行えるような体制を確保すること。

【点検技術者】

本委託にかかる点検作業は、安全確保のため有資格者が行うこと。

【協議】

この仕様書に定めのない事項又は仕様に疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協

議の上、定めるものとする。

履行期間において、自動ドアの故障又は不具合が発生し、発注者から点検の要請があった場

合には、受注者は迅速に原因の究明を行うほか、必要に応じて調整・部品交換等を行うこと。


